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学
校
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

学
校
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
国
は
」
の
下
に
「
、
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
、
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
二
号
」
に
、
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
学
校
司
書
） 

第
六
条 

学
校
に
は
、
前
条
第
一
項
の
司
書
教
諭
の
ほ
か
、
学
校
図
書
館
の
運
営
の
改
善
及
び
向
上
を
図
り
、
児
童
又
は
生
徒

及
び
教
員
に
よ
る
学
校
図
書
館
の
利
用
の
一
層
の
促
進
に
資
す
る
た
め
、
専
ら
学
校
図
書
館
の
職
務
に
従
事
す
る
職
員
（
次

項
に
お
い
て
「
学
校
司
書
」
と
い
う
。
）
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
司
書
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 



 

  
 

二

１ 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
検
討
） 

２ 

国
は
、
学
校
司
書
（
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
図
書
館
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
司
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
務
の
内
容
が
専
門
的
知
識
及
び
技
能
を

必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
新
法
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
学
校
司
書

と
し
て
の
資
格
の
在
り
方
、
そ
の
養
成
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。
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理 

由 

 

学
校
図
書
館
の
運
営
の
改
善
及
び
向
上
を
図
り
、
児
童
又
は
生
徒
及
び
教
員
に
よ
る
学
校
図
書
館
の
利
用
の
一
層
の
促
進
に

資
す
る
た
め
、
学
校
司
書
を
置
く
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
学
校
司
書
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め

の
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由

で
あ
る
。 


